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県税協のページ

１．はじめに
　新潟県税理士協同組合（以下「税協」と表記
します。）のことはよくわからないなぁ・・・
と思われている方、案外多い筈です。
　今回は、そのような皆様向けに、Ｑ＆Ａ形式
で税協のことをもう一度おさらいしてみます。
２．税協のこともう一度おさらいしましょう
Ｑ．税協はいつできたの？
Ａ．昭和41年12月１日設立です。
Ｑ．組合員数と出資金は？
Ａ�．組合員は617名、出資金は24,810千円となっ
ています（平成23年４月１日現在）。
Ｑ．賛助会員と預り保証金は？
Ａ�．賛助会員は92名、預り保証金は2,760千円
となっています（平成23年４月１日現在）。
Ｑ．税協の組合員の加入資格は？
Ａ�．新潟県内に事務所を設置している税理士、
税理士法人に加入資格があります。
Ｑ．賛助会員制度ができたよね？
Ａ�．中小企業等協同組合法の規定により、社員
税理士・補助税理士の方は組合員となること
ができません。
　�　組合員と概ね同様のサービスを提供できる
ように賛助会員制度を創設しました。
Ｑ．預り保証金って？
Ａ�．組合員の皆様からは出資をしていただき、
税協を利用していただいています。
　�　賛助会員の皆様には組合員とのバランスを
考慮して、保証金をお預かりして税協を利用
していただくこととしています。
Ｑ．税協は保険の話が多いけど？
Ａ�．保険事業と全税共事業は、税協の収入の６
割強を占めるため保険の話が多くなります。
Ｑ．保険のほかに何をしているの？
Ａ�．倒産防止共済・小規模企業共済・あんしん
財団の加入の取扱いや領収書等の販売、研修
会の開催、書籍の無償配付、事務受託等を行っ

ています。
Ｑ�．税協の話は用語がわからず意味不明だけ
ど？

Ａ�．関税協、日本税協連、全税共等の用語が会
話の中で出てくるとわからなくなります。そ
れぞれ別組織です。

Ｑ．前問をもう少し詳しく説明して！
Ａ�．新潟県内全ての税理士が入会している税理
士会には、日本税理士会連合会（日税連）、
関東信越税理士会（本会）、関東信越税理士
会新潟県支部連合会（県連）、関東信越税理
士会○○支部（支部）があります。

　�　税協にも、日本税理士協同組合連合会（日
本税協連）、関東信越税理士協同組合連合会
（関税協）、新潟県税理士協同組合（税協）、
新潟県税理士協同組合○○地域（地域）があ
ります。

　�　また全国税理士共栄会（全税共）等、税協
と提携している団体があります。

　�　文章の中では漢字で表記しますので違いが
わかりますが、会話の中ではわかりにくいこ
とがあります。

Ｑ�．五十嵐理事長就任挨拶（高志智第173号）
に新潟県税理士会館工事の記載があるけど？

Ａ�．新潟県税理士会館の土地・建物は税協所有
です。

Ｑ．事務局の職員さんは？
Ａ�．新潟県税理士会館にて仕事をしている事務
局スタッフは税協職員です。

Ｑ�．県連・新潟支部や国保、税政連の仕事もし
ているけど？

Ａ．税協は各団体から事務を受託しています。
　�　このほか、高志智第172号にＱ＆Ａが掲載
されていますのでご覧ください。

３．おわりに
　皆様の税協への理解と関心が深まってくださ
れば幸いです。

税理士協同組合について� 総務担当常務理事　永野　道雄
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関東信越税協連推進協議会「保険指導５つの指針」
１．使命感を持って、助言・指導する。
２．真に関与先の将来を考え毅然と説明する。
３�．税務上の取扱い、有効性をわかりやすく説
明する。
４�．付保適正額の確保、見直しを常に行い指導、
説明する。
５�．法的整備を指導しアフターフォローを徹底
する。
　以上５つの指針に基づき関与先の保険指導を
実践していただくためにも、計画的に関与先指
導を実践することで、私たちの大切な関与先の
繁栄を目的とした保険指導が実践できるよう、
関税協「保険指導５つの方針」を皆様にご理解い
ただければと考えております。
　さて、４月から７月末に開催いたしました、
平成23年度「第一次キャンペーン」では総合事
業保障プランを積極的ご推進いただき感謝申し
上げます。
　平成23年度（４月〜８月報告までの）経過は、
前年度同様好調に推進実績が推移いたしました。
　昨年度も過去最高の実績でしたが平成23年度
も前年比125.8％の伸展率となり、事務手数料
推移も前年同期比111.0％伸展で推移中です。
　新潟県独自の魅力ある施策を継続的に実施し
てまいりますので、今後とも更なるご支援ご協
力をお願い申し上げます。

“新潟県税理士協同組合理事長特別奨励策”
「新潟県下豪華温泉旅館宿泊」と銘打った、特
別奨励策を岩室温泉「ゆめや」にて９月30日か
ら１泊２日で開催いたしました。
　営業職員・組合員等「第一次キャンペーン」
推進実績上位各10名をご招待。当日は14名のご
参加いただきました。

第一次キャンペーン表彰式
　平成23年総合事業保障プラン表彰式を去る10
月４日（火）ホテルニューオータニ長岡におい
て実施いたしました。
　組合員表彰者35名　営業職員表彰者15名と毎
年多くの表彰対象者を輩出することができまし
た。その後恒例の懇親パーティーを実施し、楽
しい一時を過ごし、「第二次キャンペーン」な
らびに「年間表彰」で北海道旅行参加を誓い合
いました。

第二次キャンペーン推進中
　９月１日から12月31日までの間、引き続き「第
二次キャンペーン」を実施しております。
　組合員等や営業職員等にも多くの奨励策を用
意しております。
　特に９月から11月末までは理事長特別賞とし
て更に上乗せ奨励策を開催中です。奨励策への
参加や代理店化推進等に向け、何分のご協力を
宜しくお願いいたします。

総合事業保障プラングループ保障制度
大同生命「第一・二次のキャンペーン」推進� 保険担当常務理事　田中由起子



2011.11  25

　各地域において、色んな工夫をされた業務推
進協議会が開催されました。
　恒例であるこの時期における業務推進協議会
は、新潟県税理士協同組合の主要な収益源であ
る全税共扱いの保険活動をより一層推進するた
めの手法としての位置づけでした。今回からは
特に全税共という括りをはずし「各地域におけ
る協同組合業務推進協議会」という位置づけを
目指しました。その結果全税共の幹事会社であ
る朝日生命様はじめ生保各社はもちろん、福祉
共済部門の大同生命様、あんしん財団様等今ま
で縛りがありましたがそれらを取り払い協同組
合本来の協議会という位置づけで行われました。
　各地域においては、健康ウォークとドッキン
グさせたり、生保各社の意見集約したり懇談の
機会を設けたりと様々な工夫がされております。
　私も役員３名で９月13日の高田地域にお邪魔

致しました。会員・生保併せて総勢40名という
多数の参加をいただき、山田康人地域長のセッ
ティングによる有意義で且つ楽しい一時を過ご
させていただきました。
　「出会いが感動をつくり感動が人をつくる」
と言われていますが、私たちが持ち合わせてい
ない情報を有した方々との接点を持つために、
このような機会を重ねていくうちに〈企業を救
うイザという時のため〉に備える準備が啓蒙さ
れたり、新潟県税協の目的が伝播されていくも
のと思っています。
　各地域長の方々には多大なご協力をいただい
ておりますが、各地域への地域活動費等を有意
義に活用され意義ある協議会を行っていただき
ましたことに対して紙面を借りまして厚く御礼
申し上げます。

各地域にて業務推進協議会開催される！！� 副理事長　片山　和郎

　去る９月５日、長岡カントリー倶楽部で恒例
の税理士協同組合主催のチャリティゴルフ大会
が盛大に開催されました。数日前に発生した台
風の速度が遅く当日の天気がとても気になりま
したがその日の朝は晴天で少し蒸し暑さも感じ
ました。午後からは台風の影響で雨模様という
予報で最終組の私にとっては何とか最後まで天
気がもってくれればと願ってのスタートです。
　私は西コースから南コースへのラウンドでし
た。西コース１番ホールのティーショット、い
つもの悪い癖がでてボールは右の黄色杭を越え
２番ホールへ。フォアーの発声とともにスター
トとなりました。７番のロングホール、３打目
残り100ヤード、50センチほど足りずグリーン
の法面から深いガードバンカーのふちに。脱出
するのに５打を要し、このホール10打でホール
アウト。西コースは５つのホールでパーをとり
ましたが47となりました。後半の南コースは左
右にОＢがありドライバーショットが安定しな
い私にとって大変苦しいものとなりました。
　１番ホールを皮切りに４つのホールでＯＢが
出て南コースは53、トータル100のラウンドに
なりました。

　今年も表彰式は白井常務理事の名司会で和気
あいあいの中で始まりました。各種アトラク
ションの表彰の後、新々ぺリア方式の隠しホー
ルの発表がありました。まずは前半の隠しホー
ルがスタートコースごとに発表され、西コース
は４つの隠しホール、大叩きした７番ホールが
はまっています。計算するとアンダーになり、
もしかしたらいい順位になるかもと頭をよぎり
ます。10位までの飛賞が表彰され、ここで残り
の隠しホールの発表。南コースの５つの隠し
ホールも確実にはまり、予想外のハンデが付き、
なんと幸運にも優勝することができました。
　当日のパートナーに感謝しますとともに、最
後になりましたが大会を運営して下さいました
税協の役員の皆様に御礼申し上げます。ありが
とうございました。

県税協チャリティゴルフ大会に参加して� 長岡地域　中山　英之
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　平成23年10月４日、ホテルニューオータニ長

岡において、新潟県税理士協同組合主催の実務

研修会を開催いたしました。研修会は、税理士

齋藤雅俊氏を講師にお招きし、「グループ法人

の解散・清算とその実務ポイント」というテー

マで行われました。

　会員・職員の皆様におかれましては、他の研

修会も多く開催され、お忙しい10月ではありま

したが、多数のご参加をいただき、誠にありが

とうございました。

　また、今回も当研修会開催にあたり、（財）中

小企業災害補償共済福祉財団（あんしん財団）

様の協賛をいただき、会の冒頭に、本部税協担

当部長　益山敏彦様よりご挨拶を頂戴いたしま

した。

　今回の研修は、完全支配関係がある法人が解

散した場合の株主法人の税務の実務ポイントと

して、株式消滅損益、未処理欠損金額、債権放

棄額の取扱いや残余財産の分配と適格現物分配

等を取り上げ解説していただきました。また、

今回の研修会開催にあたり事前にいただいた質

問事項に対する回答を含め、解散した会社の実

務ポイントを改めて解説していただきました。

　講師の齋藤雅俊先生は、昭和55年税理士登録、

公認会計士辻会計事務所（現辻・本郷税理士法

人）副所長を経て、税理士齋藤雅俊事務所を開

設され、各税理士会や民間研修機関の講師とし

て活躍されています。具体例をあげ丁寧にお話

をしていただき、受講された方より非常にわか

りやすかった、よく理解ができたとのお声もい

ただきました。

　今回の研修を終えて、受講された皆様は更に

自信を深め、日々の業務に益々お力を発揮され

るものと思っております。今後とも新潟県税理

士協同組合の教育・情報事業の一環としてこの

ような実務研修会を企画・開催していきたいと

思っております。皆様の一層のご理解ご協力を

よろしくお願いいたします。

実務研修会を終えて� 教育情報・購販担当常務理事　成田　俊郎


